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債
務
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

財
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
た
め
に
財
政
を
考
え
る
」
中
、
「
Ⅰ 

日
本
の
財
政

の
状
況
」
の
「
４ 

日
本
の
借
金
の
状
況
」
に
つ
い
て
、
政
府
・
財
務
省
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

一 

「
日
本
の
債
務
残
高
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
二
倍
を
超
え
て
お
り
、
主
要
先
進
国
の
中
で
最
も
高
い
水
準
」
と
の
文
章
が
書
か
れ
て

お
り
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
グ
ラ
フ
を
見
る
と
、
二
〇
二
〇
年
の
日
本
の
債
務
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
二
百
五
十
九
・
〇
％
と
な
っ
て

い
る
。 

 

１ 

こ
の
債
務
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
が
高
く
な
る
と
一
体
何
が
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
の
か
。
そ
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

 

２ 

ま
た
債
務
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
が
何
％
を
超
え
る
と
、
日
本
は
財
政
破
綻
す
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。
そ
の
見
解
を
伺
い
た

い
。 

二 

債
務
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
、
政
府
総
債
務
残
高
／
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
計
算
式
で
求
め
ら
れ
る
。
分
子
の
政
府
総
債
務
残
高
に
着
目

し
て
諸
外
国
と
比
較
し
て
み
る
と
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
のWorld Economic Outlook

に
よ
れ
ば
、
米
国
の
政
府
総
債
務
残
高
は
二
〇
〇

一
年
当
時
の
五
・
六
兆
ド
ル
か
ら
、
二
〇
二
〇
年
に
は
二
十
八
・
一
兆
ド
ル
へ
と
、
二
十
年
間
で
約
五
倍
も
増
加
し
て
い

る
。 



 

２ 

 

 
 

英
国
に
至
っ
て
は
二
〇
〇
一
年
の
三
千
八
百
七
十
億
ポ
ン
ド
か
ら
、
二
〇
二
〇
年
に
は
二
兆
二
千
二
百
七
十
五
億
ポ
ン
ド

へ
と
、
実
に
約
五
・
七
五
倍
も
増
加
し
て
い
る
。 

 
 

対
し
て
、
我
が
国
・
日
本
に
お
け
る
政
府
総
債
務
残
高
の
増
加
率
は
二
〇
〇
一
年
の
七
百
七
十
一
兆
円
か
ら
、
二
〇
二
〇

年
の
千
三
百
九
十
四
兆
円
と
、
約
一
・
八
倍
の
増
加
に
留
ま
っ
て
い
る
。 

 

１ 

つ
い
て
は
、
米
国
や
英
国
が
こ
の
二
十
年
間
で
政
府
総
債
務
残
高
を
五
倍
以
上
も
増
加
さ
せ
て
い
る
事
実
を
政
府
・
財

務
省
は
こ
れ
ま
で
に
き
ち
ん
と
認
識
し
て
い
た
の
か
。 

 

２ 

ま
た
、
日
本
と
比
較
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
債
務
を
増
加
さ
せ
て
い
る
米
国
や
英
国
の
財
政
に
つ
い
て
は
、
日
本
国

政
府
・
財
務
省
は
問
題
な
い
と
考
え
て
い
る
の
か
。
そ
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

三 

次
に
、
債
務
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
の
分
母
で
あ
る
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
着
目
し
て
諸
外
国
と
比
較
し
て
み
る
と
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
のWorld 

Economic Outlook

に
よ
れ
ば
、
米
国
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
二
〇
〇
一
年
当
時
の
十
・
五
兆
ド
ル
か
ら
、
二
〇
二
〇
年
に
は
二
十

一
・
〇
兆
ド
ル
と
約
二
倍
に
増
加
し
て
い
る
。
英
国
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
二
〇
〇
一
年
の
一
兆
千
四
百
五
十
三
億
ポ
ン
ド
か

ら
、
二
〇
二
〇
年
に
は
二
兆
千
九
十
五
億
ポ
ン
ド
へ
と
約
一
・
八
四
倍
に
増
加
し
て
い
る
。 

 
 

対
し
て
、
我
が
国
・
日
本
に
お
け
る
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
二
〇
〇
一
年
の
五
百
三
十
一
・
六
兆
円
か
ら
、
二
〇
二
〇
年
の
五
百



 

３ 

 

三
十
九
兆
円
と
僅
か
七
・
四
兆
円
し
か
増
え
て
お
ら
ず
、
ほ
ぼ
横
ば
い
で
推
移
し
て
い
た
。 

 

１ 
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
我
が
国
で
債
務
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
が
上
昇
す
る
原
因
は
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
増
加
し
な
い
こ
と
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
債
務
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
の
高
水
準
を
問
題
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
米
国
や
英
国
よ
り
も
増
加
率
の
低
い
債
務

残
高
の
方
で
は
な
く
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
増
加
し
な
い
こ
と
こ
そ
問
題
視
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
こ
の
件
に
つ
い
て
、
政

府
・
財
務
省
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

 

２ 

と
り
わ
け
我
が
国
・
日
本
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
伸
び
な
い
一
因
に
、
法
人
税
率
の
引
き
下
げ
（
人
件
費
や
設
備
投
資
等
に

回
る
べ
き
資
金
が
内
部
留
保
に
振
り
向
け
ら
れ
た
）
や
富
裕
層
の
所
得
税
減
税
（
貯
蓄
に
回
っ
た
）
に
よ
り
、
企
業
内
部

留
保
百
二
十
七
・
三
兆
円
（
一
九
九
〇
年
）
だ
っ
た
も
の
が
約
五
百
六
十
兆
円
に
膨
ら
み
、
家
計
金
融
資
産
も
千
十
七
・

一
兆
円
だ
っ
た
も
の
が
約
二
千
兆
円
に
膨
ら
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 
 

大
手
企
業
や
富
裕
層
か
ら
の
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
は
起
こ
ら
ず
、
結
果
的
に
Ｇ
Ｄ
Ｐ
伸
び
率
の
横
ば
い
を
招
き
、
債
務
対

Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
を
悪
化
さ
せ
た
。 

 
 
 

日
本
経
済
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
、
法
人
税
の
累
進
性
強
化
と
所
得
税
の
最
高
税
率
引
上
げ
等
が
急
務
で
あ
る
と
同

時
に
、
消
費
税
の
減
税
や
廃
止
に
よ
る
富
の
再
分
配
が
急
務
と
考
え
る
が
、
政
府
・
財
務
省
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 



 

４ 

 

四 

以
上
の
よ
う
に
、
債
務
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
の
改
善
に
向
け
て
は
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
言

え
る
が
、
政
府
・
財
務
省
は
ど
の
よ
う
に
し
て
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
増
加
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
か
。
そ
の
施
策
を
伺
い
た

い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


